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群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

䥹
群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
䥺 

第
一
条 

群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
䥹
昭
和
四
十
二
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
一

号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

第
四
条
の
見
出
し
を
削
り
䣍
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
䣓
䥹
初
任
給
調
整
手
当
䥺
䣔
を
付 

し
䣍
同
条
中
䣓
初
任
給
調
整
手
当
䣔
を
䣓
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
䣔
に
改
め
る
䣎 

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
䣎 

第
四
条
の
二 

条
例
第
三
条
の
四
第
一
項
の
企
業
管
理
規
程
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額

は
䣍
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
が
採
用
さ
れ
た
日
に
お
い
て
䣍
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料

表
の
給
料
月
額
の
う
ち
䣍
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
県
職

員
給
与
条
例
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
並
び
に
県
職
員
給

与
条
例
第
五
条
第
一
項
䣍
第
三
項
䣍
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る

号
給
に
応
じ
た
額
䥹
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
䣍
当
該
各
号
に
定
め
る
額
䥺
並
び

に
こ
れ
に
第
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

䥹
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
䣍
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
䥺
に
十
二
を
乗
じ
䣍

そ
の
額
を
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
で

除
し
て
得
た
額
䥹
そ
の
額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
䣍
五
十

銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
䥺
䥹
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
䣓
特
定
額
䣔
と
い
う
䣎
䥺
と
す
る
䣎 

一 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
適
用
さ
れ

る
給
料
表
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
の
う
ち
䣍
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
県
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額 

二 

附
則
第
十
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員 

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
給

料
月
額
の
う
ち
䣍
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
県
職
員
給

与
条
例
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
並
び
に
県
職
員
給
与

条
例
第
五
条
第
一
項
䣍
第
三
項
䣍
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る

号
給
に
応
じ
た
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
䥹
当
該
額
に
䣍
五
十
円
未
満
の
端
数
を

生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
䣍
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ

を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
䣎
䥺 

２ 

条
例
第
三
条
の
四
第
一
項
の
そ
の
在
勤
す
る
地
域
に
お
け
る
民
間
の
賃
金
の
最
低
基
準
を
考

慮
し
て
企
業
管
理
規
程
で
定
め
る
額
は
䣍
職
員
の
在
勤
す
る
地
域
に
お
け
る
最
低
賃
金
法
䥹
昭

和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
䥺
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
別
最
低
賃
金
の
額
と

同
額
䥹
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
䣓
基
準
額
䣔
と
い
う
䣎
䥺
と
す
る
䣎 

３ 

第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
は
䣍
採
用
の
日
か
ら
特
定
額
が
基
準
額
以
上
と
な
つ

た
日
の
前
日
ま
で
の
間
と
す
る
䣎 

４ 

第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額
は
䣍
基
準
額
と
特
定
額
と
の
差
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
て
得
た
数
を
乗
じ
䣍
そ
の
額
を
十
二
で
除

し
て
得
た
額
䥹
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
䣍
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た

額
䥺
䥹
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
当
該
額
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
䣍

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
つ
て
は
当
該
額
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ

の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
䣍
育
児
休
業
法

第
十
八
条
第
一
項
又
は
群
馬
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
䥹
平
成
十
四

年
群
馬
県
条
例
第
六
十
二
号
䥺
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ

て
は
当
該
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
し
䣍

そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
䣍
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
䣎
䥺
と
す

る
䣎 

５ 

条
例
第
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
以
外
の
職
員
で
䣍
同
項
の
規
定
に

よ
り
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
は
䣍
当
該
職
員
を
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し

た
な
ら
ば
特
定
額
と
し
て
算
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
䥹
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
䣓
権
衡
職
員

特
定
額
䣔
と
い
う
䣎
䥺
が
基
準
額
を
下
回
る
職
員
と
す
る
䣎 

６ 

前
項
に
規
定
す
る
職
員
の
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
は
䣍
同
項
に
規
定
す
る
職

員
と
な
つ
た
日
か
ら
権
衡
職
員
特
定
額
が
基
準
額
以
上
と
な
つ
た
日
の
前
日
ま
で
と
す
る
䣎 

７ 

第
四
項
の
規
定
は
䣍
第
五
項
に
規
定
す
る
職
員
の
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額
に
つ
い

て
準
用
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
同
項
中
䣓
特
定
額
䣔
と
あ
る
の
は
䣍
䣓
権
衡
職
員
特
定

額
䣔
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
䣎 

８ 

第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
䣍
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
に
関

し
必
要
な
事
項
は
䣍
群
馬
県
職
員
の
例
に
よ
る
䣎 

第
五
条
第
一
項
中
䣓
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
䥹
以
下
䣓
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
䣔
と
い 

う
䣎
䥺
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
三
千
円
䣍
同
項
第
二
号
䣔
を
削
り
䣍
䣓
一
万
千
五
百
円
䣍
同
項

第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
䣔
を
䣓
一
万
三
千
円
䣍
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
䣔
に
改
め
䣍
同

条
第
二
項
中
䣓
䥹
以
下
䣓
行
九
級
職
員
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
並
び
に
行
八
級
職
員
等
䥹
扶
養
親
族
た

る
配
偶
者
に
係
る
扶
養
手
当
に
限
る
䣎
䥺
䣔
を
削
り
䣍
同
条
第
三
項
中
䣓
䥹
以
下
䣓
特
定
期
間
䣔

と
い
う
䣎
䥺
䣔
を
削
り
䣍
䣓
に
特
定
期
間
䣔
を
䣓
に
当
該
期
間
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
四
項
を
削
る
䣎 

第
六
条
の
二
第
一
項
中
䣓
及
び
次
項
䣔
を
䣓
か
ら
第
三
項
ま
で
䣔
に
䣍
䣓
掲
げ
る
額
䣔
を
䣓
定

め
る
額
䣔
に
改
め
䣍
同
項
第
二
号
中
䣓
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
䣍
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲

げ
る
䣔
を
䣓
七
万
八
十
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
自
動
車
等
の
使
用
距
離
の
区
分
に
応
じ
て
管
理

者
が
定
め
る
䣔
に
改
め
䣍
同
号
イ
か
ら
ワ
ま
で
を
削
り
䣍
同
項
第
三
号
中
䣓
交
通
機
関
等
を
䣔
を

䣓
条
例
第
五
条
第
一
号
の
交
通
機
関
等
を
䣔
に
改
め
䣍
䣓
か
つ
䣍
䣔
の
下
に
䣓
条
例
第
五
条
第
二

号
の
䣔
を
加
え
䣍
䣓
掲
げ
る
額
䣔
を
䣓
定
め
る
額
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
䣍

■ 

企
業
管
理
規
程 
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同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
䣎 

３ 

条
例
第
五
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
䣍
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
施
設

䥹
そ
の
所
在
地
及
び
利
用
形
態
が
管
理
者
の
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
䣎
第
一
号
に

お
い
て
䣓
駐
車
場
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
を
利
用
し
䣍
そ
の
料
金
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る

も
の
䥹
管
理
者
が
定
め
る
職
員
を
除
く
䣎
䥺
の
通
勤
手
当
の
額
は
䣍
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
䣍
月
の
一
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
に
つ
き
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に

応
じ
䣍
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
䣎 

一 

駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当 

五
千
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
一
箇
月
当
た
り
の
駐
車
場

等
の
料
金
に
相
当
す
る
額
と
し
て
管
理
者
が
定
め
る
額 

二 

前
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
以
外
の
通
勤
手
当 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
額 

第
八
条
第
二
項
中
䣓
初
任
給
調
整
手
当
䣔
を
䣓
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
䣔
に
改
め
る
䣎 

第
十
五
条
第
二
項
中
䣓
百
分
の
百
二
十
七
・
五
䣔
を
䣍
䣓
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
䣔
に
䣍

䣓
百
分
の
百
七
・
五
䣔
を
䣓
百
分
の
百
六
・
二
五
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
三
項
中
䣓
百
分
の
百
二
十

七
・
五
䣔
を
䣓
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
䣔
に
䣍
䣓
百
分
の
七
十
二
・
五
䣔
を
䣓
百
分
の
七
十

一
・
二
五
䣔
に
䣍
䣓
百
分
の
百
七
・
五
䣔
を
䣓
百
分
の
百
六
・
二
五
䣔
に
䣍
䣓
百
分
の
六
十
二
・

五
䣔
を
䣓
百
分
の
六
十
一
・
二
五
䣔
に
改
め
る
䣎 

第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
中
䣓
百
分
の
百
七
・
五
䣔
を
䣓
百
分
の
百
六
・
二
五
䣔
に
䣍
䣓
百
分

の
百
二
十
七
・
五
䣔
を
䣓
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
䣔
に
改
め
䣍
同
項
第
二
号
中
䣓
百
分
の
五
十

二
・
五
䣔
を
䣓
百
分
の
五
十
一
・
二
五
䣔
に
䣍
䣓
百
分
の
六
十
二
・
五
䣔
を
䣓
百
分
の
六
十
一
・

二
五
䣔
に
改
め
る
䣎 

第
十
七
条
第
二
項
中
䣓
特
地
勤
務
手
当
基
礎
額
䣔
を
䣓
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額

䥹
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
䣍
給
料
の
月
額
䥺
䣔
に
改
め
䣍
䣓
䥹
そ
の
額
が

現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え

る
と
き
は
䣍
当
該
額
䥺
䣔
を
削
り
䣍
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
る
䣎 

第
十
七
条
の
二
第
二
項
中
䣓
同
項
に
規
定
す
る
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
日
䥹
職
員
が
当
該
異

動
に
よ
り
そ
の
日
前
一
年
以
内
に
在
勤
し
て
い
た
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
䥹
管
理

者
が
定
め
る
場
合
に
限
る
䣎
䥺
に
は
䣍
そ
の
日
前
の
管
理
者
が
定
め
る
日
䣎
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
䣎
䥺
に
受
け
て
い
た
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
䣔
を
䣓
給
料
及
び
扶
養
手
当

の
月
額
の
合
計
額
䥹
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
䣍
給
料
の
月
額
䥺
䣔
に
改
め
䣍

䣓
䥹
そ
の
額
が
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
百
分
の
六
を
乗
じ
て
得
た

額
を
超
え
る
と
き
は
䣍
当
該
額
䥺
䣔
を
削
り
䣍
同
条
第
三
項
を
削
り
䣍
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三

項
と
す
る
䣎 

別
表
第
五
の
三
級
地
の
項
中
䣓
甘
楽
郡 

南
牧
村
䣔
を
削
り
䣍
同
表
備
考
中
䣓
平
成
二
十
七
年

四
月
一
日
䣔
を
䣓
令
和
七
年
四
月
一
日
䣔
に
改
め
る
䣎 

別
表
第
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
䣎 

別
表
第
六
䥹
第
十
四
条
関
係
䥺 

 
 

 

   

䥹
群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
の
一
部
改
正
䥺 

第
二
条 

群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
䥹
令
和
五
年
群
馬
県

企
業
管
理
規
程
第
五
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

附
則
第
二
条
中
䣓
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
䥹
以

下
䣓
新
給
与
規
程
䣔
と
い
う
䣎
䥺
䣔
を
䣓
群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
䣔
に
改
め
る
䣎 

附
則
第
三
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
䣓
新
給
与
規
程
䣔
を
䣓
群
馬
県
企
業
職
員
の

給
与
に
関
す
る
規
程
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

䥹
施
行
期
日
等
䥺 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
䣍
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
第
一
条
中
群
馬
県
企
業

職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
第
十
七
条
及
び
第
十
七
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
の

規
定
は
䣍
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
䥹
以
下
䣓
改
正
後

の
給
与
規
程
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
十
七
条
及
び
第
十
七
条
の
二
並
び
に
附
則
第
四
条
の
規
定
は
䣍
令

和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
䣎 

䥹
改
正
後
の
群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
に
お
け
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
関
す
る
経
過

措
置
䥺 

第
二
条 

群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
䥹
令
和
五
年
群
馬
県

企
業
管
理
規
程
第
五
号
䣎
以
下
䣓
令
和
五
年
改
正
規
程
䣔
と
い
う
䣎
䥺
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
は
䣍
地
方
公
務
員
法
䥹
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
䥺
第
二

十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
䥹
以
下
䣓
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
䣔
と
い
う
䣎
䥺
と
み
な
し
て
䣍
改
正
後
の
給
与
規
程
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

を
適
用
す
る
䣎 

２ 

令
和
五
年
改
正
規
程
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
䣍
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
䣍
改
正
後
の
給
与
規
程
第
四
条
の
二
第
四
項
䥹
改
正

後
の
給
与
規
程
第
四
条
の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
の
規
定
を
適
用
す
る
䣎 

䥹
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
䥺 

第
三
条 

こ
の
条
に
お
い
て
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
䣍
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
䣎 

一 

旧
寒
冷
地
等
在
勤
職
員 

次
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
䥹
非
常
勤
職
員

䥹
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
及
び
地
方
公
務

員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
䥹
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
䥺
附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
䣎
䥺
及
び
管
理
者
が
定
め
る
職
員
を
除
く
䣎
次

号
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
で
あ
る
も
の
を
い
う
䣎 

イ 
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
別
表
第
五
に

掲
げ
る
地
域
に
在
勤
す
る
職
員 

ロ 

令
和
八
年
四
月
一
日
䥹
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
䣓
切
替
日
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
前
日
に
お
い

て
改
正
後
の
給
与
規
程
別
表
第
六
に
掲
げ
る
公
署
に
在
勤
す
る
職
員 

二 

新
寒
冷
地
等
在
勤
職
員 

群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
䥹
以
下
䣓
給
与
規 

程
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
を
い

吾
妻
郡
中
之
条
町
大
字
小
雨
三
一
一 

所
在
地 

吾
妻
発
電
事
務
所
湯
川
支
所 

公
署 
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う
䣎 

三 

特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
職
員 

旧
寒
冷
地
等
在
勤
職
員
で
あ
䣬
て
䣍
新
寒
冷
地
等
在
勤
職
員

で
な
い
も
の
を
い
う
䣎 

四 

継
続
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
職
員 

基
準
日
䥹
給
与
規
程
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基

準
日
を
い
い
䣍
そ
の
属
す
る
月
が
令
和
八
年
十
一
月
か
ら
令
和
十
年
三
月
ま
で
の
も
の
に
限
る
䣎

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
に
お
い
て
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
䣍

切
替
日
の
前
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
間
䣍
引
き
続
き
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
職
員

で
あ
䣬
た
者
を
い
う
䣎 

五 

み
な
し
寒
冷
地
手
当
額 

継
続
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
職
員
に
つ
き
䣍
改
正
後
の
給
与
規
程

別
表
第
五
に
規
定
す
る
三
級
地
を
そ
の
地
域
の
区
分
䥹
給
与
規
程
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す

る
地
域
の
区
分
を
い
う
䣎
䥺
と
䣍
基
準
日
に
お
け
る
そ
の
基
準
世
帯
等
区
分
䥹
当
該
者
の
切
替

日
の
前
日
以
降
に
お
け
る
世
帯
等
の
区
分
䥹
同
項
に
規
定
す
る
世
帯
等
の
区
分
を
い
う
䣎
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
を
い
う
䣎
䥺
を
そ
の
世
帯
等
の
区
分
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
䣍
同

項
の
規
定
を
適
用
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
寒
冷
地
手
当
の
額
を
い
う
䣎 

２ 

継
続
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
職
員
に
対
し
て
䣍
み
な
し
寒
冷
地
手
当
額
が
䣍
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
基
準
日
の
属
す
る
月
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と

き
は
䣍
給
与
規
程
第
十
四
条
及
び
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
み
な
し
寒
冷
地
手
当

額
か
ら
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
日
の
属
す
る
月
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を

減
じ
た
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

３ 

給
与
規
程
第
十
四
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当

を
支
給
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
同
条
第
四
項
中
䣓
別
表
第
五
に

掲
げ
る
地
域
又
は
別
表
第
六
に
掲
げ
る
公
署
に
在
勤
し
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
継
続
特
定
旧
寒
冷
地
等

在
勤
職
員
で
あ
つ
て
䣔
と
䣍
同
条
第
五
項
中
䣓
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
䣔
及
び
同
条
第
六
項
中

䣓
第
二
項
及
び
第
三
項
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
䥹
令
和
八
年
企
業
管
理
規
程
第
七
号
䥺
附
則
第
三
条
第
二
項
䣔
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
䣎 

４ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
者
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
䣍
基
準
日
に
お
い
て
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
䣍
切
替
日
の
前
日

に
お
い
て
旧
寒
冷
地
等
在
勤
職
員
で
あ
䣬
た
者
で
あ
䣬
て
䣍
切
替
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
前
日
ま

で
の
間
䣍
引
き
続
き
新
寒
冷
地
等
在
勤
職
員
又
は
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
職
員
で
あ
䣬
た
も
の

䥹
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
者
を
除
く
䣎
䥺
に
対
し
て
は
䣍
給
与
規
程

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
管
理
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
前

二
項
の
規
定
に
準
じ
て
䣍
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
䣎 

䥹
特
地
勤
務
手
当
の
暫
定
再
任
用
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
䥺 

第
四
条 

令
和
五
年
改
正
規
程
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
は
䣍
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
䣍
改
正
後
の
給
与
規
程
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
の 

二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
䣎 

   
 

令
和
九
年
十
一
月
か
ら
令
和
十
年
三
月
ま
で 

令
和
八
年
十
一
月
か
ら
令
和
九
年
三
月
ま
で 

六
䣍
六
〇
〇
円 

三
䣍
三
〇
〇
円 
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